
平 成 3 0 年 6 月 1 9 日 

株式会社日本政策金融公庫 

 

 

 

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）は、6月 18 日付で、このたびの地震により被害を受け

た大阪府内に事業所を有する中小企業・小規模事業者の皆さまを対象に、「平成 30 年大阪府北

部を震源とする地震に係る災害に関する特別相談窓口」を大阪府内の全支店に設置し、「災害

復旧貸付」の取り扱いを開始しました（国民生活事業及び中小企業事業）（参考の１）。 

また、農林漁業者等の皆さまに対しては、同日付で、大阪支店農林水産事業に同窓口を設置

し、ご相談を受け付けています（参考の２）。 

日本公庫は、このたびの地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の

皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細かな対応を

行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

大阪支店 

国民生活事業 TEL：06-6315-0301 

農林水産事業 TEL：06-6131-0750 

中小企業営一事業 TEL：06-6314-7615 

中小企業営ニ事業 TEL：06-6314-7810 

大阪西支店 
国民生活事業 TEL：06-6538-1401 

中小企業事業 TEL：06-4390-0366 

阿倍野支店 
国民生活事業 TEL：06-6621-1441 

中小企業事業 TEL：06-6623-2160 

玉出支店 

国民生活事業 

TEL：06-6659-1261 

十三支店 TEL：06-6305-1631 

大阪南支店 TEL：06-6211-7507 

堺支店 
国民生活事業 TEL：072-257-3600 

中小企業事業 TEL：072-255-1261 

吹田支店 

国民生活事業 

TEL：06-6319-2061 

守口支店 TEL：06-6993-6121 

泉佐野支店 TEL：072-462-1355 

東大阪支店 
国民生活事業 TEL：06-6782-1321 

中小企業事業 TEL：06-6787-2661 

＜＜＜＜事業者事業者事業者事業者の皆さまのお問い合わせ先の皆さまのお問い合わせ先の皆さまのお問い合わせ先の皆さまのお問い合わせ先＞＞＞＞    
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特別相談窓口」の設置について特別相談窓口」の設置について特別相談窓口」の設置について特別相談窓口」の設置について    



    

主な融資制度主な融資制度主な融資制度主な融資制度    

    

１１１１    中小企業・小規模事業者向け中小企業・小規模事業者向け中小企業・小規模事業者向け中小企業・小規模事業者向け 

 国民生活事業 中小企業事業 

適用できる制度 災害復旧貸付 

融 資 限 度 額 ３千万円（※１） １億５千万円（別枠） 

融資期間（うち据置期間） １０年以内（２年以内）（※２） 

（※１）国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。 

（※２）国民生活事業においては、普通貸付を適用した場合の融資期間（据置期間）です。中小企業事業の設備資

金においては、融資期間１５年以内（うち据置期間２年以内）です。 

 

（注）このたびの地震により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた方に対し、教育貸付の災害特例措

置（融資期間の延長等）を実施しています（国民生活事業）。詳しくは、日本公庫ホームページをご参照ください。 

 

    
    
    
    
２２２２    農林漁業者向け農林漁業者向け農林漁業者向け農林漁業者向け 

 農林水産事業 

適用できる制度 農林漁業施設資金（災害復旧施設） 農林漁業セーフティネット資金（災害） 

資金の使いみち

（※1） 

災害を原因とする農林漁業施設の

被害の復旧に必要な資金 

災害により被害を受けた経営の再建に

必要な資金 

融 資 限 度 額 

負担額の80％又は1施設あたり300

万円（特例1施設あたり600万円 

（※2））のいずれか低い額 

（一般）６００万円 

【特認（※3）】年間経営費等の    

３／１２以内 

融資期間（うち据置期間） １５年以内（３年以内） １０年以内（３年以内） 

（※１）災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「り災証明書」が必要

となります。 

（※２）融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。 

（※３）簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用

されます。 

 

    

    

    

参 考 


